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第 2編 災害予防計画 

2-101 

第 20章 防災拠点整備計画 

関係部署 各部、消防本部、消防団 

第 1節 計画の方針 

災害時に防災活動の拠点となる施設の役割を明確にするとともに、その場所や規模に応じて防災 

拠点として整備し、防災体制を確立する。 

第 2節 防災拠点の役割と配置 

1  防災中枢施設 

(1)  災害対応の本部施設（市役所、相楽台小、州見台小） 

(2)  災害対応関係機関施設（木津警察署、相楽中部消防組合消防本部） 

(3) 地域災害拠点病院（京都山城総合医療センター） 

2  広域的防災拠点 

(1) 市外からの救援物資等の集積・配送、広域応援（自衛隊、消防等）の活動拠点（不動川公園） 

(2) 市外からの救援物資等の集積・配送、広域応援（自衛隊、消防等）の活動拠点、本部施設（中 

央体育館） 

3  地域防災拠点 

(1)  基幹防災拠点 

広域応援（自衛隊、消防等）の活動拠点（予備）、現地対策本部施設（加茂文化センター、山

城総合文化センター） 

(2) 備蓄拠点 

災害備蓄品の主要保管施設（州見台小、梅美台小、南加茂台小、木津南中） 

(3) 指定緊急避難場所 

危険から逃れるための避難場所（３６か所） 

(4) 指定避難所 

ア 基幹指定避難所 

災害種別ごとの当初開設する一時的な避難施設（２１か所） 

イ 指定避難所 

基幹指定避難所において避難者の収容能力を超える場合に開設する一時的な避難施設 

（３６か所） 

(5) 福祉避難所 

要配慮者を対象とした避難施設（１５か所） 

(6)  車中泊避難場所 

車内において一時的に避難する場合の車両の避難場所（１４か所） 

(7) 車中避難場所 
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名称 種別 位置 

城山台３号緑地 都市緑地 木津川市城山台一丁目９番地 
城山台５号緑地 都市緑地 木津川市城山台三丁目１３番地 
城山台６号緑地 都市緑地 木津川市城山台三丁目１４番地 
城山台７号緑地 都市緑地 木津川市城山台八丁目２番地 
城山台８号緑地 都市緑地 木津川市城山台五丁目２４番地 
城山台９号緑地 都市緑地 木津川市城山台八丁目７番地 
城山台１０号緑地 都市緑地 木津川市城山台九丁目２番地 
城山台１１号緑地 都市緑地 木津川市城山台十三丁目５番地 
城山台１２号緑地 都市緑地 木津川市城山台十三丁目３３番地 
城山台１３号緑地 都市緑地 木津川市城山台十三丁目１番地 

加茂公園 近隣公園 
木津川市加茂町大野中宇称 57番地、14番地１、
14番地２、東山１番地１、１番地２、１番地
３、１番地６、１番地７、１番地８、１番地９ 

塚穴公園 近隣公園 
木津川市南加茂台６丁目 14 番地、15番地、16
番地 

大谷公園 街区公園 木津川市南加茂台 12丁目８番地 

広芝公園 街区公園 木津川市南加茂台 11丁目４番地 

野上公園 街区公園 木津川市南加茂台５丁目１番地 

熊谷公園 街区公園 木津川市南加茂台３丁目１番地 

西椚公園 街区公園 木津川市南加茂台１丁目 17 番地 

四ツ岩公園 街区公園 木津川市南加茂台 13丁目 12番地 

東山公園 街区公園 木津川市南加茂台 14丁目９番地 

中門伝公園 街区公園 木津川市加茂町里中門伝 125 番地 

渦公園 街区公園 木津川市加茂町里南古田 170 番地 

唐岩公園 街区公園 木津川市加茂町大野唐岩 75 番地 

ふるさと自然公園 近隣公園 木津川市加茂町岩船ガンド４番地、５番地 

須田公園 街区公園 木津川市加茂町駅東１丁目６番地１ 

井尻公園 街区公園 木津川市加茂町駅東３丁目９番地１ 

垣外公園 街区公園 木津川市加茂町駅東４丁目 11番地１ 

駅東公園 広場公園 木津川市加茂町駅東２丁目１番地１、６番地１ 

兎並緑地 緑道 
木津川市加茂町駅東４丁目 12番地７、12番地
８、13番地６、13番地７、14番地７、14番地
８、16番地３、16番地４、16番地５ 

新川緑地 緑道 
木津川市加茂町駅東３丁目 10番地９、駅東４
丁目 17番地 26 

西大間田公園 街区公園 木津川市加茂町里西大間田 40番地 21 

不動川公園 地区公園 木津川市山城町平尾大谷１番地 

棚倉駅西１号公園 街区公園 木津川市山城町平尾北払戸 116番地 

棚倉駅西２号公園 街区公園 木津川市山城町平尾不知田 159番地 

なでしこ公園 街区公園 木津川市山城町上狛学校 10 番地１ 

やすらぎ公園 街区公園 木津川市山城町北河原柿ノ木原 32番地４ 

椿井南公園 街区公園 木津川市山城町椿井上野１番地１ 

上狛駅東公園 街区公園 木津川市山城町上狛北野田芝 60番地 

中川原公園 街区公園 
木津川市山城町平尾中川原 16番地 31、16番地
32、17番地７、17番地８、62番地７、62番地
８、62番地 16、62番地 17 

出垣外公園 街区公園 
木津川市山城町綺田出垣外 28番地 16、28番地
17 

上狛南部公園 街区公園 木津川市山城町上狛鈴畑 17 番地１、19番地４ 
（出典：木津川市都市公園条例（一部改正：平成 27年 3月 24 日条例第 18号）） 
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Ⅱ-13 防災拠点一覧 

(1)  防災中枢施設 

役  割 拠  点 

災害対応の本部施設 木津川市役所、相楽台小学校、州見台小学校 

災害対応関係機関 木津警察署、相楽中部消防本部消防組合 

地域災害拠点病院 京都山城総合医療センター 

(2)  広域的防災拠点 

役  割 拠  点 

１ 市外からの救援物資等の集積・配 

送施設 

２ 広域応援（自衛隊、消防等）の活 

動拠点 

３ 本部施設、現地対策本部施設 

中央体育館 

不動川公園 

(3)  地域防災拠点 

  ア 基幹地域防災拠点 

役  割 拠  点 

１ 広域応援（自衛隊、消防等）の活 

動拠点（予備） 

２ 現地対策本部施設 

加茂文化センター 

山城総合文化センター 

  イ 備蓄拠点 

役  割 拠  点 

 災害備蓄品の主要保管施設 
 州見台小学校、梅美台小学校、 

 南加茂台小学校、木津南中学校 
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加

茂 

学

校 

1 加茂小学校 加茂町里西上田 11-1 0774-76-2102   4,709 ○ × 

2 恭仁小学校 加茂町例幣中切 31.32 0774-76-2103   2,326 ○ ○ 

3 南加茂台小学校 南加茂台十二丁目 11 0774-76-3400   8,332 ○ ○ 

4 泉川中学校 加茂町大野烏田 75 0774-76-2101   8,463 ○ × 

そ

の

他 

5 当尾の郷会館 加茂町辻下垣外 16 0774-76-2234   1,250 ○ ○ 

6 
喜多重機興業（寿荘・

グラウンド） 
加茂町岡崎下平岡 

072-252-1300 

(代) 
  8,000 ○ ○ 

7 加茂グラウンド 
加茂町大野中宇祢 57

番地 0774-73-2323 

（中央体育館） 

  1,900 ○ ○ 

8 赤田川グラウンド 加茂町里赤田川 1番地   2,000 ○ × 

小  計（8か所）  36,980 

山

城 

学

校 

1 上狛小学校 山城町上狛学校 1 0774-86-2002   3,593 ○ × 

2 棚倉小学校 山城町綺田局塚 14 0774-86-2513   5,457 ○ × 

3 山城中学校 山城町椿井柳田 33 0774-86-2001   3,729 ○ × 

そ

の

他 

4 
山城総合文化センター

（アスピアやましろ） 
山城町平尾前田 24 0774-86-5851   1,750 ○ × 

5 
不動川公園（グラウン

ド） 
山城町平尾大谷 1番地 －   5,000 ○ ○ 

小  計（5か所）  19,529 

木津川市合計（37か所） 202,969 

＊受入可能人数：2㎡/人とし、面積÷2で算定 

   注１ 学校、公園等は、開校時又は開園時に利用可能 

   注２ ※印のある施設のフリースペースは、利用可能 

   注３ 民間商業施設は、営業時間内は利用可能（営業時間外で利用可能な場合は改めて公表） 

   注４ 危険が差し迫った場合は、指定避難所に避難 

エ 指定避難所（５７か所） 

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な期間滞在させ、 

又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設 

   (ｱ) 基幹指定避難所（２１か所） 

 災害種別ごとの当初開設する一時的な避難施設 

地

域 
避難収容施設 

所在地 

（電話番号） 

施 設 

管理者 

避難 

施設 

面積（㎡） 

受入 

可能 

人数 

（人) 

災害の種別 

風水害 
土 砂 

災 害 
地 震 

木

津 

木津小学校 木津町内垣外 95 

(0774-72-0038) 
学校長 

 715.0  179 △ 

校 舎 

５強 

以上 同体育館  572.0  200 

中央交流会館 
木津宮ノ内 92 

(0774-72-8800) 

社会教

育課長 
 644.3  226 〇 〇

相楽小学校 相楽清水 1 

(0774-72-0221) 
学校長 

 1,057.6  264 
〇 ５強 

以上 同体育館  572.0  200 
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車中泊避難場所一覧 

キ 車中避難場所 

   水害時に指定緊急避難場所に避難できない場合に車により緊急避難し、車内で一時的に安全 

を確保するための場所 

番

号 
車中避難場所 所在地 駐車台数 ハザード 

１ 
兜谷公園グラウン
ド  兜台六丁目 4 23 台 なし 

２ 
木津川台公園グラ
ウンド  木津川台六丁目 4-3 20 台 なし 

３ 
城址公園グラウン
ド  城山台八丁目 5 60 台 なし 

４ 赤田川グラウンド 加茂町里赤田川 1 10 台 あり（浸水深 0.5m～3.0m未満） 

５ 
不動川公園グラウ
ンド  山城町平尾大谷 1 30 台 なし 

  注 １ 風水害時、指定緊急避難場所への避難が難しい緊急の場合のみ使用可とする。 

２ 市職員の配置なし。また、一時的な避難のため、水や食料の提供なし。 

３ 渋滞が発生しないよう早めに避難することや駐車場が満車の場合もある。 

４ エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒、熱中症の危険があるため、避難者自らが 

予防対策をとること。 

５ 避難情報の解除が長引き、概ね一晩を超えて避難する状況の際は、最寄りの避難所へ 

避難すること。 

６ 車中避難場所で起きた事故等については、施設管理者、市は一切の責任を負わない。 

７ 緊急時以外は、市が開設する車中泊避難場所へ避難すること。 

区 分 車中泊避難場所 所在地 

１ 

指定避難所 
の開設と同 
時に使用で 
きる車中泊 
避難場所 

木津川台小学校（グラウンド） 木津川台二丁目 4 

２ 相楽小学校（グラウンド） 相楽清水 1 

３ 高の原小学校（グラウンド） 兜台四丁目 4-1 

４ 相楽台小学校（グラウンド） 相楽台五丁目 17-1 

５ 州見台小学校（グラウンド） 州見台一丁目 32 

６ 梅美台小学校（グラウンド） 梅美台四丁目 26 

７ 木津第二中学校（グラウンド） 兜台六丁目 1 

８ 木津南中学校（グラウンド） 州見台四丁目 26 

９ 恭仁小学校（グラウンド） 加茂町例幣中切 31・32 

10 南加茂台小学校（グラウンド） 南加茂台十二丁目 11 

11 開設時期を 

改めて示す 

車中泊避難 

場所 

アルプラザ木津（駐車場） 相楽小字城西 15 

12 ガーデンモール木津川（駐車場） 州見台一丁目 1-1-1 

13 ＰＬＡＮＴ木津川店（駐車場） 城山台二丁目 1 

14 バロー木津川店（駐車場） 梅美台 1-1-1 
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（２）加茂地区

名 称 電話 住所 座 標 
面 積

（㎡） 
給 水 

ドクタ

ーヘリ 

府受援

計画分 

恭仁小学校グラウンド 0774-76-2103 例幣中切 31・32 
E135° 51’ 42” 

N34° 45’ 55” 

約 40×

50 
○ ○ 

加茂小学校グラウンド 0774-76-2102 加茂里西上田 11-1 
E135° 51’ 59” 

N34° 44’ 54” 

約 70×

80 
○ 

当尾の郷会館グラウンド 0774-76-2234 辻下垣外 16 
E135° 52’ 58” 

N34° 43’ 57” 

約 50×

50 
○ 

泉川中学校グラウンド 0774-76-2101 大野烏田 75 
E135° 51’ 46” 

N34° 44’ 46” 

約 100×

110 
○ ○ 

加茂グラウンド（山ノ上) 0774-73-2323 大野中宇称 57 
E135° 52’ 55” 

N34° 45’ 19” 

約 60×

80 
○ ○ 

赤田川グラウンド 0774-73-2323 里赤田川１ 
E135° 52’ 03” 

N34° 44’ 36” 

約 50×

80 
○ 

加茂カントリークラブ 0774-76-4311 高去花原 7 
E135° 54’ 18” 

N34° 44’ 18” 
－ ○ 

(南加茂台小学校は高圧線あり) 

（３）山城地域

名 称 電 話 住 所 座 標 
面 積

（㎡） 
給 水 

ドクタ

ーヘリ 

府受援

計画分 

上狛小学校グラウンド 0774-86-2002 上狛学校１ 
E135° 49’ 09” 

N34° 45’ 12” 

約 70×

80 
○ ○ 

棚倉小学校グラウンド 0774-86-2513 綺田局塚 14 
E135° 48’ 40” 

N34° 46’ 56” 

約 80×

100 
○ ○ 

山城中学校グラウンド 0774-86-2001 椿井柳田 33 
E135° 49’ 00” 

N34° 45’ 24” 

約 60×

90 
○ ○ 

不動川公園グラウンド 0774-86-5851 平尾大谷 1 
E135° 49’ 19” 

N34° 46’ 39” 

約 100×

120 
○ ○ 

山城総合文化センター 

(アスピアやましろ)駐車場 
0774-86-5851 平尾前田 24 

E135° 48’ 42” 

N34° 46’ 36” 

約 50×

70 

駐車台数

180台 

○ ○ 

※ 林野火災で消防・防災ヘリコプターへの給水が可の場合、「給水欄」に○（△は可搬ポンプによる河川からの給
水を指す） 

※ ドクターヘリ発着予定場所は「ドクターヘリ欄」に○ 
※ 府緊急消防援助隊受援計画に登録されている場合、「府受援計画分」に○ 




